
 

 

 

令和８年度 

蓮田市地域包括支援センター運営事業者 

公募要項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年７月 

埼玉県蓮田市 
 

 

 



1 

 

１．公募の趣旨 

地域包括支援センター（以下、「センター」という。）は、「地域住民の心身の健康の保持

及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増

進を包括的に支援することを目的とする施設」（介護保険法｟平成９年法律第１２３号。以

下「法」という。｠第１１５条の４６）であり、高齢者等が住み慣れた地域で尊厳ある生

活を継続できるよう、包括的な支援を行う地域包括ケアを推進することを目的としていま

す。 

地域包括ケアシステムの中核機関としての役割を担うセンターの設置については

「地域包括支援センターの設置運営について（平成１８年１０月１８日付け老計発

第１０１８００１号厚生労働省老健局計画課長通知）に基づき、日常生活圏域（市内３圏

域）ごとに設置することを目指し、このうち２圏域についてそれぞれのセンターを運営す

る事業者（以下「事業者」という。）を募集するものです。 

 

２．センターを委託募集する日常生活圏域 

 以下の２か所の日常生活圏域について事業者を公募します。 

日常生活圏域 名       称 

蓮 田 圏 域 蓮田市蓮田地域包括支援センター 

閏戸・平野圏域 蓮田市閏戸・平野地域包括支援センター 

 

     

蓮田市の日常生活圏域（人口は令和８年１月１日現在）

 

 

 

 

閏戸・平野圏域 

 人口：9,907 人 

 65 歳以上人口：3,980 人 

 高齢化率：40.2％ 

黒浜圏域 

 人口：25,485 人 

 65 歳以上人口：8,388 人 

 高齢化率：32.9％ 

蓮田圏域 

 人口：25,536 人 

65 歳以上人口：7,081 人 

高齢化率：27.7％ 
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３．委託期間 

 委託期間は令和９年４月１日から令和１０年３月３１日の契約とします。 

なお、地域包括支援センターの果たす役割として、地域住民や関係機関との信頼関係の

構築や継続的な相談支援の必要性を鑑み、令和１０年度以降２回までの再度契約を可能と

します。 

再度契約については、蓮田市地域包括支援センター運営等協議会の意見を聴取し、実施

状況が良好と認められた場合に、予算の範囲内で単年度ごとに締結するものとします。 

 また、蓮田市地域包括支援センター運営等協議会が、その業務の実施につき著しく不適

当と認めた場合、また法令等に定める事項に違反した場合は、契約期間の満了日前に契約

を解除する場合があります。 

 

４．公募スケジュール 

内     容 日    程 

（１）公募要項の配布・ホームページ掲載 令和 8年 7月 6日(月) 

（２）質問書の受付（電子メールのみ） 令和 8年 7月 6日(月)から令和 8年 7月 14日(火) 

（３）応募資格審査書類受付 令和 8年 7月 15日(水)から令和 8年 7月 22日(水) 

（４）応募資格審査、応募資格確認結果通知（電子メール）  令和 8年 7月 28日(火) 

（５）応募書類受付 令和 8年 7月 29日(水)から令和 8年 8月 6日(木) 

（６）書類審査、結果通知（郵送） 令和 8年 8月 13日(木) 

（７）プレゼンテーション・ヒアリング審査 令和 8年 8月 19日(水) 

（８）選定結果通知 令和 8年 9月 1日（火） 

 

５．応募資格 

申込日において介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６７

に規定する、包括的支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施できる法人で、次の要

件を全て満たす法人とします。 

（１）応募する日常生活圏域ごとに、以下の場所で運営が可能であること。 

日常生活圏域 場      所 

蓮 田 圏 域 蓮田市蓮田駅西口行政センター内の蓮田市が指定する場所 

閏戸・平野圏域 閏戸・平野圏域内に構えた事務所内 

（２）法第１１５条の２２第２項の規定に該当しないものであること。（指定介護予防支援

事業者としての基準） 

（３）法人として、蓮田市内で介護保険サービスを提供する事業所を有し、かつ介護保険

サービスの提供実績があること。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

ものであること。 
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（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立てがされ

ていないもの。ただし、会社更生法に基づく更生手続き開始の決定を受けたもの又は

民事再生法に基づく再生計画認可の決定（確定したものに限る。）を受けた場合は、こ

の限りでない。 

（６）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続き開始の申し立てがなされて

いないこと。 

（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２  

条２号に規定する暴力団でなく、かつ、その役員が同条第６号に規定する暴力団員  

でないこと。それらの利益となる活動を行う法人でないこと。また、役員は、暴力団

員でなくなった日から５年を経過しないものに該当しないこと。 

（８）直近の法人税、消費税、法人市民税の滞納がないこと。  

※センターの設置・運営にあたり、別に定める仕様書及び関係法令を順守すること。 

 

６．委託業務内容 （詳細については別途仕様書参照） 

（１）第一号介護予防支援事業（法第１１５条の４５第１項第１号ニ） 

（２）包括的支援事業・任意事業（法第１１５条の４５第２項第３項及び法第１１５条の

４８） 

※蓮田市（以下「市」という。）が実施するものを除く 

  ① 総合相談支援業務 

② 権利擁護業務 

  ③ 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務 

  ④ 在宅医療・介護連携推進事業 

  ⑤ 生活支援体制整備事業 

  ⑥ 認知症総合支援事業 

⑦ 地域ケア会議の実施 

⑧ 認知症サポーター養成事業 

⑨ ケアプラン点検におけるケアマネジメント支援 

（３）指定介護予防支援業務（法第１１５条の２３） 

※「指定介護予防支援事業所」として市からの指定が必要 

（４）その他 市の指定する業務  

 

７．人員体制 

 センターの人員体制は、「蓮田市地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の

員数等を定める条例」第４条及び地域包括支援センターの設置運営について（老計発１０

１８００１号）の規定に基づき、次の（１）、（２）、（３）の資格を有する常勤専従の職員

を各１名以上配置するものとします。（その中の１名を管理者「センター長」とすること。）
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また、（４）を配置するものとします。加えて、（５）の要件に該当する職員を配置するこ

とができることとします。 

 なお、職員の選定については、その者の経験や能力から適切かつ効果的な業務の履行が

期待できる者とします。 

（１）保健師またはこれに準ずる者（次の①又は②を満たす者）  

  ① 保健師 

  ② 地域ケア・地域保健等に関する経験のある看護師（准看護師は含まない） 

（２）社会福祉士またはこれに準ずる者（次の①又は②を満たす者）  

  ① 社会福祉士 

  ② 福祉事務所の現業員等の業務経験が５年以上または介護支援専門員の業務経験が 

   ３年以上あり、かつ高齢者の保健・福祉に関する相談援助業務に３年以上従事した 

経験を有する者 

（３）主任介護支援専門員（次の①又は②を満たす者）  

  ① 主任介護支援専門員 

  ② 「ケアマネジメントリーダー活動等支援事業の実施及び推進について」（平成１４

年４月２４日付け老発第０４２４００３号厚生労働省老健局長通知）に基づくケア

マネジメントリーダー研修を修了し、介護支援専門員としての実務経験を有し、か

つ、介護支援専門員の相談対応や地域の介護支援専門員への支援等に関する知識及

び能力を有している者 

（４）生活支援コーディネーター 

    ①  生活支援体制整備事業を担う職員を配置すること。 

  ② 上記（１）（２）（３）の資格を有する者の兼務を可とするが、その場合は、上記

（１）（２）（３）の行うべき業務を補完する職員を配置すること。 

（５）その他 

① 上記（１）（２）（３）の資格を有する者を非常勤で配置することができる。 

② 介護支援専門員の資格を有する者を常勤又は非常勤で配置することができる。 

③ 事務職員を非常勤で配置することができる。 

 

【日常生活圏域ごとの必置職員数】 

蓮 田 圏 域 

・(１)から(３)の専門職を各１名の３名に加え、(１)から(３)

の専門職の内１名又は(５)の①、②を常勤換算で１名 

・(４)を担う職員を 1 名 

閏戸・平野圏域 
・(１)から(３)の専門職を各１名の３名 

・(４)を担う職員を 1 名 
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８．設備要件等 

（１）担当日常生活圏域ごとに以下のとおり設備を整えるものとします。 

 ① 蓮田圏域 

ア パソコン、プリンター、ＦＡＸを設置すること。また、委託業務及び介護予防給

付に要するシステムを有すること。 

イ インターネットへの接続が可能な環境を整備すること。また、センターが専用で

利用できる電子メールアドレスを取得すること。 

  ウ センターの職員が利用できる自動車を１台以上配備し、駐車場を確保すること。 

エ 設備に関する経費は、受託者が負担すること。 

なお、自動車配備に関する費用はリース費用とし、自動車運用に係る交通事故等の

損害金、その他自動車整備に関する一切の責任は受託者が負うものとし、その他の

設備類等に係る契約についても本市は一切関与しないものとする。 

② 閏戸・平野圏域 

  ア センターを設置する予定である建物および不動産については、建築基準法やその

他の法令等を順守していること。 

イ 業務に必要なスペースを確保した事務室を設置すること。また、併設のサービス

提供事業部門がある場合はセンターの事務スペースとは分離すること。 

ウ 事務室は受付及び簡易な相談に対応できるような窓口を設置すること。事務室内

には事務机・椅子一式、施錠可能な書類保管庫を整備して、センターが専用で利用

できるパソコン、電話を配置すること。プリンター、ＦＡＸは共用設置を可とする。

また、委託業務及び介護予防給付に要するシステムを有すること。 

エ 相談者のプライバシーが確保された相談室又は会議室等を１か所以上設けること。 

オ インターネットへの接続が可能な環境を整備すること。また、センターが専用で利

用できる電子メールアドレスを取得すること。 

カ センターには看板を１つ以上設置し、地域住民へ周知すること。 

キ センターの職員が利用できる自動車を１台以上配備し、駐車場を確保すること。 

ク 利用者専用の駐車スペースを敷地内又は隣接地に確保すること。 

ケ 建物全体がバリアフリー等、高齢者に配慮した建物であること。 

コ 設備・備品に関する経費は、事業者が負担すること。 

なお、自動車配備に関する費用はリース費用とし、自動車運用に係る交通事故等

の損害金、その他自動車整備に関する一切の責任は事業者が負うものとし、その他

の設備類等に係る契約についても本市は一切関与しないものとする。 

 

９． 運営内容等 

（１）開設日及び時間 

①  開設日  

蓮田圏域：月曜日、火曜日、水曜日、金曜日、土曜日 
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閏戸・平野圏域：月曜日から金曜日まで 

※ 祝日、１２月２９日から１月３日を除く 

※ 原則上記のとおりとするが、休・祝日にセンター事業を実施することは差支えな 

い。 

②  開設時間 午前８時３０分から午後５時１５分 

     ※ 開設時間外においても、緊急に連絡が取れるよう必要な措置を講じること。   

なお、緊急時の連絡体制については、法人が運営する他の施設等との連携による対

応として差し支えないものとする。 

（２）その他 

① 業務の実施にあたっては、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止、その他の個 

人情報の適切な管理のための必要な措置を図ること。 

  ② センターを紹介する物（パンフレット・名刺等）には、法人事業に関する情報を

掲載しないこと。 

 

１０．契約・委託料等 

（１）運営財源等 

センターの運営財源は次のとおりとします。 

① 包括的支援事業・任意事業に係る業務委託料（人件費、管理運営費、生活支援コー 

ディネーター配置等）の上限額は以下のとおりとする。 

蓮 田 圏 域 ２８，１６８，０００円 

閏戸・平野圏域 ２６，３３３，０００円 

② 第一号介護予防支援事業及び指定介護予防支援業務 

第一号介護予防支援事業及び指定介護予防支援業務に係る介護予防サービス計画費 

（介護報酬等）は、事業者の収入となるので、従事者が必要な場合は独自に雇用するこ 

と。事業者が事業及び業務の一部を指定居宅介護支援事業所へ委託を行う場合は、介 

護報酬等の中から委託料を支払う。 

③ その他 市の指定する業務 

介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業など、一般介護予防事業種別ごと

に別契約で行う。 

（２）業務委託料の支払方法 

会計年度（各年４月１日から翌年３月３１日まで）ごとに事業者の請求により支払い 

ます。支払の時期、方法については契約等で別に定めることとします。 

 

１１．応募・選考の流れ 

（１）応募資格の審査 



7 

 

  提出された書類に基づき、応募資格を満たしているか審査します。 

（２）プレゼンテーション・ヒアリング審査 

  応募資格を満たした事業者による応募書類のプレゼンテーションに対して、蓮田市が

設置する選考委員会が、評価項目に沿って審査を行います。 

  ※各審査の詳細については、Ｐ９の１３．審査・決定に示します。 

 

１２． 応募の手続き  

  応募に係る提出書類等は、市ホームページからダウンロードの上、作成してください。 

なお、応募に必要な経費は、法人の負担とします。 

（１）質問方法等 

  要項及び様式等の内容に不明な点がある場合は、質問書（様式第４号）を電子メール

により提出してください。 

① 送信先：choju@city.hasuda.lg.jp 

※件名は「地域包括支援センター運営委託質問書（法人名）」とし、必ず電話で送信し

た旨を伝え、担当部署に着信したことを確認してください。なお、口頭による質問は

受け付けません。 

② 質問受付期間 

令和８年７月６日（月）から令和８年７月１４日（火）１７時まで。 

③ 回答方法 

質問書を提出した事業者に、随時、電子メールにて回答。 

※広く周知する必要があるものについては、市ホームページ上においても公表します。 

（２）提出形式・留意点 

  ① 使用する言語は日本語とし、通貨単位は円とする。 

 ② 提出書類は、A４縦型フラットファイルに左綴じとし、書類にインデックスを貼付

すること。ファイルの表面及び見出しに法人名を記載すること。 

 ③ 提出後の書類は、理由の如何を問わず返却しない。 

④ 提出書類受付期間を過ぎてからの書類の追加、変更は認めない。 

⑤ 提出された書類は、蓮田市情報公開条例に基づき、公開することがある。 

（３）応募資格審査書類の提出 

  ①  提出書類 

ア 様式第１号：応募申込書 

イ 様式第２号：応募資格に関する誓約書 

ウ 様式第３号：法人概要及び法人実績 

エ 法人税、消費税及び法人市民税の各納税証明書一式：写し可 

オ 商業・法人登記簿謄本又は登記事項証明書：写し可（法務局発行、申請日か

ら３か月以内のもの） 

カ 法人の定款又は寄付行為等：写し可 

mailto:kaigo@city.warabi.saitama.jp
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② 提出部数 

正本１部、副本１部の合計２部提出すること。 

②  提出期間 

令和８年７月１５日（水）９時から令和８年７月２２日（水）１７時まで 

④ 提出先 

蓮田市健康福祉部長寿支援課 

⑤ 提出方法 

事前に電話にて来庁日を連絡し、持参すること。 

※ 郵送又はメールによる提出は受け付けません。 

 ⑥ 応募資格確認結果通知 

  応募資格の確認を行い、令和８年７月２８日（火）１７時までにヒアリング審査

参加資格確認結果等通知書をメールにより通知。 

※ 通知内容の異議申し立ては受理しません。 

（４）応募書類（プレゼンテーション・ヒアリング審査書類）の提出 

※ヒアリング審査参加資格を有する事業者のみ 

  ① 提出書類 

    ア 様式第６号：ヒアリング審査参加申込書 

    イ 様式第７号：事務所設置計画書 ※蓮田圏域は不要 

    ウ 様式第８号：人員配置に関する計画書 

    エ 様式第９号：地域包括支援センター運営・業務実施に関する計画書 

    オ 様式第１０号：地域包括支援センター運営に係る収支予算計画書 

    カ 法人の財務状況に関する書類：直近の財務諸表（損益計算書、貸借対照表等）：

写し可                  

  ② 提出部数  

    正本１部、副本６部の合計７部提出すること。 

①  提出期間 

    令和８年７月２９日（水）９時から令和８年８月６日（木）１７時まで 

※提出期限を経過しても応募書類の提出がない場合は、参加を辞退したものとみ 

なします。 

③  提出先 

蓮田市健康福祉部長寿支援課 

⑤ 提出方法 

事前に電話にて来庁日を連絡し、持参すること。 

※ 郵送又はメールによる提出は受け付けません。 

（５） 失格事由 

   応募した事業者が、応募書類の提出日から決定までの間に、次のいずれかに該当

した場合は応募取り消し、審査及び選定の対象から外します。 
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① 応募書類に虚偽の内容が記載されている場合 

② 応募の採否の働きかけを行う目的で、事業者又はその関係者が直接または間接に

本市職員等と接触を持った場合 

③ 審査・選定に関する不当な要求等を申し入れた場合 

④ 公募要項に違反又は著しく逸脱した場合 

⑤ その他不正行為があった場合 

（６） 応募の辞退 

① 提出書類 

応募を辞退するときは、応募辞退届（様式第５号）を提出すること。 

② 提出期限 

令和８年８月６日（木）１７時までに郵送（必着）又は持参 

※応募辞退届提出後は辞退を撤回することができません。 

 

１３．審査・決定 

（１）書類審査、結果通知 

  提出された応募資格審査書類について審査を行い、ヒアリング審査に参加資格のあ

る事業者を決定し、その結果を令和８年７月２８日（火）にメールにて通知します。 

  ヒアリング審査参加資格事業者を決定した後、令和８年７月２９日(水)から応募書類

を受付けます。応募書類の審査結果は令和８年８月１３日（木）に郵送します。併せ

て審査合格者にはヒアリング審査の詳細を案内します。 

なお、ヒアリング審査の順番は応募書類受付順とし、参加事業者が１者のみであった

場合においても、ヒアリング審査を開催します。 

（２）ヒアリング審査 

   ① 出席者 

    １事業者３名以内とし、コンサルタント等、事業者の職員でない者の参加は認め

ない。また、センター長候補者は必ず出席すること。 

②  実施時間 

    １事業者４５分以内とする。（提案書の説明２０分以内、質疑応答１５分程度、

その他セッティング及び撤去時間等は実施時間の４５分に含む。） 

※時間配分については目安であり、多数の事業者からの応募があった場合、ヒア

リング審査の時間が短くなる可能性があることに留意すること。 

 ③ 機材等 

    プレゼンテーションで使用する機材等は、全て事業者が持参する。（電源、テー

ブル、椅子、スクリーンを除く。） 

 ④ 追加資料提出等の可否 

    ア 追加資料の提出は認めない。 

    イ プレゼンテーションの際に使用する資料（プロジェクターで投影する資料等）
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は、全て応募書類に含めること（応募書類に含まれない資料の投影は認めない。）。 

 ⑤ 詳細日時については、応募書類受付期間終了後に通知 

（３）選考結果の通知及び公表 

  選考結果は、ヒアリング審査参加全事業者に９月上旬に書面により通知します。 

選考後に、選考結果の概要を市ホームページ掲載により公表します。審査方法及び審 

査内容、審査結果に対する異議は認めないものとします。 

（４）受託候補事業者との協議・契約 

  選考された受託候補事業者と本市との間で委託条件等に関する協議を行い、最終的 

な仕様書を作成し、事業委託にかかる契約を締結します。 

  なお、受託候補事業者と本市との協議が整わない場合、または受託候補事業者が委 

託事業を遂行することが困難となる場合は、原則として次点受託候補事業者と協議を 

行います。  

また、受託の辞退等により本市に損害が生じた場合は、その費用を請求する場合が 

あります。なお、事業者の事情により業務の実施ができなくなった場合においても、 

準備のために支出した費用等について本市は補償しません。 

 

１４． その他 

（１）センター設置の準備に要する費用は、センター設置事業者の負担とします。 

（２）選定後の辞退は、法人名、代表者名、辞退の理由を公表します。また、必要に応じ

て、関係機関への説明を行っていただきます。 

（３）令和９年４月１日から円滑に業務が開始できるようにするため、３月中の業務引継 

等に対応できる体制を整えてください。 

（４）その他この要項に定めのない事項については、別途蓮田市の指示によるものとしま 

す。 

【書類提出・問い合わせ先】 

〒３４９－０１９３ 

埼玉県蓮田市大字黒浜２７９９－１ 蓮田市役所１階 

蓮田市健康福祉部 長寿支援課  

電話：０４８－７６８－３１１１（代表） 内線１９７ 

メール：choju@city.hasuda.lg.jp 

mailto:kaigo@city.warabi.saitama.jp

